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この書面は，行政活動の評価に関する条例（平成１３年宮城県条例第７０号）第１１条第１項の規定により，平成２６年度に実施し

た行政評価の結果を平成２７年度の当初予算編成等に反映した状況について，同条第２項の規定に基づき作成したものである。

１ 要旨

○政策評価・施策評価

平成２６年度の政策評価・施策評価は，平成２５年度に県が行った宮城の将来ビジョン及び宮城県震災復興計画の体系に基づく２１政策，

５７施策について実施した。

評価に当たっては，客観性を確保し，評価過程の透明性を高めるため，県民意見聴取を行ったほか，第三者機関である宮城県行政評価委員

会（政策評価部会）による調査審議と，同部会からの答申内容を踏まえて検討し，評価結果を作成している。

県では，こうした評価結果等を踏まえ，平成２７年度の施策展開等について検討を重ね，東日本大震災からの復興を早期に成し遂げるとと

もに宮城の将来ビジョンにおいて目標とする宮城の姿の実現に向けて優先的，重点的に取り組むべき事業として，平成２７年度の宮城の将来

ビジョン推進事業及び宮城県震災復興推進事業を選定し，必要な予算編成を行った。施策ごとの構成事業の概要については，２ページ以降に

記載のとおりである。
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２　政策評価・施策評価の結果の反映状況

　宮城の将来ビジョン，宮城県震災復興計画及び宮城の将来ビジョン・震災復興実施計画の体系に基づく２１政策，５７施策について，平成２６
年度に実施した政策評価・施策評価の評価結果及びその反映状況を記載している。
　なお，記載項目は次のとおりである。

○ 評価結果

・政策の成果
　　政策を構成する施策の状況を分析し，総合的に評価した結果（「順調」，「概ね順調」，「やや遅れている」，「遅れている」のいず
  れか）を記載している。
・施策の成果
　　目標指標等の達成状況，県民意識調査結果，社会経済情勢，施策を構成する事業の実績及び成果等を分析し，総合的に評価した結果
  （「順調」，「概ね順調」，「やや遅れている」，「遅れている」のいずれか）を記載している。
・施策を推進する上での課題と対応方針
　　施策が直面する課題，改善が必要な事項及び平成２６年度の対応状況を含む今後の対応方針を記載している。

○ 評価結果の反映状況

・事業名及び担当部局
　　平成２７年度に実施を予定している事業の名称及び担当部局を記載している。
　　なお，非予算的手法の事業については，事業名の前に「非予算的手法」と付し，再掲事業については，事業名の後ろに「再掲」と付し
　ている。
・新規等
　　宮城の将来ビジョン推進事業及び宮城県震災復興推進事業として，新たに追加した事業や内容を組み替えた事業については，それぞれ
　「新規」又は「組替」と記載している。
・H27当初予算額
　　平成２７年度に実施を予定している事業の当初予算額を千円単位で記載している。実施主体が国・市町村などで県の当初予算に含まれ
　ていない事業，及び宮城の将来ビジョン・震災復興実施計画において「非予算的手法」としている事業については，「－」と記載してい
　る。
　　なお，欄内に[　]で記載した予算額は，「緊急雇用創出事業」の予算額に含まれるもので内書きである。
・H26当初予算額
　　平成２７年度に実施を予定している事業の平成２６年度当初予算額を千円単位で記載している。平成２７年度の新規事業，平成２６年
　度に実施した事業のうち，実施主体が国・市町村などで県の当初予算に含まれていないもの，及び非予算的手法により実施したものにつ
　いては，「－」と記載している。
    なお，欄内に[　]で記載した予算額は，「緊急雇用創出事業」の予算額に含まれるもので内書きである。

※非予算的手法：予算額がゼロあるいは少額であっても，行政が有している規制力，調整力，信用力などを発揮したり，県の財産，情報や職員のアイデ
　　　　　　　　アなどを最大限活用することで大きな成果を上げていこうとする手法
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